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本号の主な内容

　２面　【特集】 造園工事の安全・衛生管理と事業者責任
　　　　野村 徹郎 　（一社）日本造園建設業協会 　 技術アドバイザー

　３面　【学会の目・眼・芽】 日造協と造園学会 二つの活動がはぐくむ魅力ある造園の未来
　　　　（公社）日本造園学会監事、京都芸術大学大学院教授、植彌加藤造園㈱社長　加藤 友規

　　　　　フロリアード 2022　日本国オープニングセレモニーに和田会長が出席

　4 面   【ふるさと自慢】歴史、自然、文化、動・食物～時代に感謝し生きる～
　　　　鹿児島県支部　村上 順子（㈱光林緑化）
　　　　【緑　滴】 ささやかな楽しみ
　　　　大阪府支部　廣瀬 麻美子（関西植木㈱）

お陰様で（一社）日本造園建設業協会は2021年11月に創立50周年を迎えました。祝賀会は2023年に実施予定です。

50th

　 

識が高まっているため、緑化政策に関
連する仕事はこれからも増える」「個
人邸宅は減少傾向も洋風のエクステリ
ア工事は需要がある」という分析は妥
当だろうが、現実に聞こえる「滅びの
笛」をどう聞くのか。　　

◆
　今年４月１日、過疎法に基づく過疎
自治体の数を 820 から 885 に増やす
ことが官報で公示された。例えば、高
知県では、集落実態調査で「地域活動
を引っ張る世話役の後継者がいる」と
した集落は 48.6％で 10 年前の調査か
ら 15％近く減少した。地方に配分さ
れる国の森林環境譲与税も活用が進ん
でいない。
　日本を潤す緑を輝かすという役割を
担う私たちには、農山漁村の維持再生
が求められている。そして「農山漁村
と都市の架け橋」であることを改めて
自覚したい。2025 年の大阪・関西万
博、27 年の横浜国際園芸博覧会は造
園建設業界に新たな展開も与えよう。
されど、さらに近未来を展望して力強
く歩むことを誓い合いたい。

◆
　プロレスラーのアントニオ猪木さん
が引退時に詠み、スポットライトが当
てられた、真宗大谷派明達寺住職・清
沢哲夫さんの詩「道」にはこうある。
  「此の道を行けば　どうなるのかと
　危ぶむなかれ　危ぶめば道はなし
　ふみ出せば　その一足が道となる
　その一足が道である　わからなくても
　歩いて行け　行けばわかるよ 」
　さあ、みんなで「トム・ソーヤー」
になろう。冒険心を持って、探究心を
持って「あした」を見て行こう。

　2013 年欧州委員会（EC）は、「欧
州内の都市並びに地方におけるグリー
ンインフラの発展を推進すること」を
目的としたグリーンインフラ戦略を採
択した。日本では 2015 年に閣議決定
された国土形成計画でグリーンインフ
ラの取り組み強化が盛り込まれた。
　自然環境が持つ多様な機能を活用し
て、持続可能で魅力ある国土・地域づ
くりを進めること、すなわち、地域の
振興、環境の向上や防災・減災など、
自然とよりよく関わり、多くの効果を
得ようとする内容だ。

◆
　日本の森林面積は 2500 万㌶。日
本の国土の 67％が森林。森林の持つ
機能は日本学術会議の試算で、貨幣
評価は年間 70 兆円にも及ぶ。森林 1
㌶の貨幣評価は年間 280 万円という。
100㍍× 100㍍に与えられる価値はあ
まりにも大きい。水源涵養機能、土砂
災害防止機能、保健・レクリエーショ
ン機能、生物多様性保全機能、地球環
境保全機能。私たち造園建設業にかか
わる者が森林の持つ巨大な力を等しく
住民一人一人の前に広げていく。その
役割の大きさに胸を張りたい。

◆
　ところが、胸を張り続けるだけのパ
ワーが維持できるのかと不安が頭をも
たげるのも、また事実だ。この「樹林」
欄でも造園技術者、技能者の高齢化と
若手の人材不足が何度となく叫ばれて
きた。みんな同じ危機意識を持つ。し
かし、そこから一歩二歩踏み出せてい
るだろうか。強い自省を込める。
　「造園建設業に将来性はあるか」の
テーマには「社会的に環境保全への意

ト ム ・ ソ ー ヤ ー に な ろ う

　    （一社）日本造園建設業協会理事　
㈱双葉造園　代表取締役　鬼頭　愼一

【お知らせ】

令和 4 年度通常総会
日時：６月２1 日 ( 火 ) １４:0 ０～

場所：ホテルグランドアーク半蔵門
　　　東京都千代田区隼町 1-1

　☎ 03-3288-0111

 会 員 の 皆 様 の ご 参 加 を           
　  お 願 い い た し ま す 。

※なお、「意見交換会」は中止します。
創立 50 周年祝賀会は 2023 年に実施予定です。

　自由民主党都市公園緑地対策特別委員
会、都市公園緑地等整備促進議員連盟合
同会議が 4 月 26 日に開催され、日造協
の田丸副会長、藤吉専務理事、髙木生一

（一社）日本造園組合連合会副理事長、
内田裕郎（一社）日本公園施設業協会会
長が出席し、各団体より要望した。

日造協 ３項目を要望　緑化等の推進８事項を決議
都市公園緑地対策特別委、都市公園緑地等整備促進議連合同会議

　日造協からは、１．都市公園等関係予
算の確保・拡大、２．都市の諸課題に対
応した緑化等の取組みへの支援、３．造
園工事の品質の確保・向上等について、
要望した。
　会議では、最近の都市公園緑地政策に
ついて、国土交通省からの説明後、令和

5 年度予算要望に向け、特別委員会及び
議員連盟より、以下の８項目が決議され
た。
　グリーン社会の実現に向けた都市の緑
化等の推進に関する決議
一、令和五年度当初予算における都市公
　園緑地等予算の満額確保
一、「2050 カーボンニュートラル」の
　実現に貢献する都市における緑化空　
　間の創出
一、都市の課題解決に向けて多様な機能
　を発揮するグリーンインフラとしての
　緑の保全及び緑化の推進
一、多様な世代が安全・安心して利活用
　できる都市公園の整備促進と管理運営
　の充実
一、「新しい資本主義」に対応する「Ｐ
　ａｒｋ - ＰＦＩ」の積極的な活用
一、「デジタル田園都市国家構想」の早
　期実現に資する地方都市における公園
　整備の加速化
一、2027 年に横浜市で開催される国際

　園芸博覧会に向けた都市の緑の保全・
　創造等の取組の積極的支援及び 2025
　年の大阪・関西万博での造園技術の展
　開
一、「ウィズコロナ時代の都市公園の整
　備に関する決議」（令和 3 年 5 月）の
　継続的かつ迅速な取組

自由民主党都市公園緑地対策特別委員会、都市公園緑地等整備促進議員連盟合同会議の様子

　令和 4 年度の国土交通省都市局の国営公園等予算は、国費 319 億 7,100 万円の対前
年度倍率 1.10 倍で、このほか、都市局関係では、社会資本整備総合交付金 5,817 億 3,100
万円、防災・安全交付金 8,155 億 7,000 万円、東日本大震災復興特別会計予算として
国営追悼・祈念施設整備事業 4 億 9,400 万円。基本方針では、激甚化・頻発化する自然
災害に屈しない強靭なまちづくりが必要とし、あわせてグリーン化やデジタル化の推進、
ポストコロナにおける多様な住まい方・働き方を見据えるなど、新たな経済社会に対応
したまちづくりも重要であることから、第一に防災・減災まちづくりの更なる推進、第
二に、コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづくりの推進に取り組むこととした。

国費 319 億 7,100 万円
令和 4 年度　国土交通省 国営公園等予算

　令和 4 年度都市局関係予算の公園緑
地関係では、主要事項のうち、「防災・
減災まちづくりの更なる推進」における
防災・減災を主流化したコンパクトシ
ティの推進で、安全・安心な避難場所の
確保を図る。
　「ポストコロナにおける豊かで活力あ
るまちづくり」においては、子ども・子
育て支援などの社会課題に対応した公園
の整備で、地方公共団体においてユニ
バーサルデザイン化や感染症対策などの
モデルとなる公園の整備を推進するため
の「社会課題対応型都市公園機能向上促
進事業」を創設するとともに、国営公園
において全国の都市公園におけるユニ
バーサルデザインの取り組みを牽引でき
るモデルエリアの整備等を行うほか、廃
止施設の敷地を活用した広場を整備。
　まちなかウォーカブルの取り組みのさ
らなる推進で、公園・緑地などのグリー
ンインフラの整備によるカーボンニュー
トラル、遊べる空間の整備など幼児期の
学校教育や保育 、地域の子育て環境の
整備を重点的に取り組む課題とした。
　「まちづくりのグリーン化の推進」に
おいては、面的な取組による災害対応力
の強化と脱炭素化への貢献（民間都市開
発への支援）で民間緑地の創出、グリー
ンインフラの社会実装による都市環境の
向上と脱炭素への貢献で樹木主体の公園
整備の重点的な支援や一定の要件を満た
す民間建築物等の屋上緑化等の支援な

ど、2050 年カーボンニュートラルに向
けたまちづくりに取り組む。
　「首里城復元や国際園芸博覧会に向け
た取組」においては、令和元年 10 月の
火災により焼失した首里城について、令
和４年の本体工事着工、令和８年の正殿
の復元に向けた取組を進める。
　また、2027 年３月～９月に神奈川県
横浜市で開催する最上位クラス（A1）
の国際園芸博覧会について、「幸せを創
る明日の風景」をテーマに、開催する花
や緑との関わりを通じ、自然と共生した
持続可能で幸福感が深まる社会の創造に
向け、開催準備を着実に進める。
　新規・拡充事項のうち、「事前防災に
よる安全な市街地の形成」における都市
公園・緑地等事業で、特別緑地保全地区

（指定計画地を含む）における緑地保全
利用施設の整備対象に「雨水貯留浸透機
能を高める植栽及び施設」を追加。雨水
貯留浸透機能を高める植栽、雨水貯留浸
透機能を高める施設、いわゆる「レイン
ガーデン」の整備などに取り組む。

㊧区立上用賀公園
（東京都世田谷区）
㊦レインガーデンの
構造図

（３）事前防災による安全な市街地の形成
１．防災・減災まちづくりの更なる推進

切迫する南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地
震等に対応するため、引き続き防災・減災を主流化したコンパクトシティを推進するととも
に、復興事前準備や、災害の危険性の高い地域から安全な地域への移転、特別緑地
保全地区における雨水貯留浸透機能の向上を推進する。

都市防災総合推進事業 防安交 8,156億円の内数
復興事前準備主流化検討調査 調 査 0.1億円（1.47倍）

防災集団移転促進事業 補 助 1.3億円（2.95倍）
都市公園・緑地等事業 社総交 5,817億円の内数

※令和３年度補正予算 防災集団移転促進事業 補 助 0.3億円
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都市公園・緑地等事業
○ 特別緑地保全地区（指定計画地を含む）における緑地保全利用施設の整
備対象に「雨水貯留浸透機能を高める植栽及び施設」を追加。
▼雨水貯留浸透機能を高める植栽
草地の樹林地化や林相転換 等
※一般的に、裸地・草地より樹林地、針葉樹林より
落葉広葉樹林の方が機能が高いとされる。

▼雨水貯留浸透機能を高める施設
浸透機能を有する地盤に加え、地表面に植栽
を施したいわゆる「レインガーデン」の整備 等

＜レインガーデンのイメージ＞

区立上用賀公園
（東京都世田谷区）

レインガーデンの構造例

石

防災集団移転促進事業
○ 巨大地震による津波災害及び激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、
災害の危険性の高い地域からの住宅の災害前の集団移転を促進。

新たな住宅団地の整備のみならず、既存市街地・集落の空き地・
空き家の活用を可能とすることを明確化

住宅団地の整備における運用改善

災害ハザードエリア

集団移転

・住宅団地の整備の要件
工事を要する
整地が必要

工事を要しない整地
（草刈り等）も可

既存ストックの
積極的な活用を推進

従

来

運
用
改
善

・事前復興まちづくり計画策定の
ためのノウハウを整理したガイドラ
インを策定し、地方公共団体に
周知

・事前復興まちづくり計画策定を支援対象に追加(国費率:1/3)
・計画策定済みの地方公共団体が被災した際、計画に基づく復興
事業への支援を充実
①地区公共施設の用地費・事業計画策定支援の国費率を嵩上げ(1/3⇒1/2)
②高質空間形成施設・復興まちづくり支援施設を支援対象に追加(国費率:1/3)

事前復興まちづくりの加速化
○ 災害発生時の早期かつ的確な復旧・復興を実現するため、地方公共団体によ
る事前復興まちづくり計画策定等の復興事前準備の取組を推進。

復興事前準備主流化検討調査 都市防災総合推進事業（拡充）
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②高質空間形成施設・復興まちづくり支援施設を支援対象に追加(国費率:1/3)

事前復興まちづくりの加速化
○ 災害発生時の早期かつ的確な復旧・復興を実現するため、地方公共団体によ
る事前復興まちづくり計画策定等の復興事前準備の取組を推進。

復興事前準備主流化検討調査 都市防災総合推進事業（拡充）

-17- レインガーデンのイメージ
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造園施工現場での安全衛生管理
　造園工事の施工環境は危険だらけである。
　危険とは、あぶないこと。生命や身体
の損害、事故・災害などが生じる可能性
のあること。と定義されるが、造園の施
工環境はどうであろうか。
　造園施工の現場は、個人邸や集合住宅
の庭園や緑地など私的な空間から、都市
の公園、道路の緑地や公開空地などの公
共的な空間、プレジャー施設や広大な自
然空間までを対象としている。また、屋
外空間だけでなく屋内での緑化や建築物
の屋上、壁面などの緑化も対象となって
いて、その作業環境も多様であり、高木
の剪定などでは土木や建築など一般の建
設業で実施されている安全確保の対策が
講じにくい状況もあり、常に危険と接し
ていることを認識する必要がある。
　公共的な造園空間では、24 時間 365
日解放されている都市公園や道路植栽な
ど、不特定多数の利用者に対する安全へ
の配慮も欠かすことができない。特に、
植物を対象とした作業では、植物や土壌
の病気や害虫による人体への被害も想定
され、広範囲な知識が必要となり、それ
ぞれの対象空間で多様な環境に対応し
た、安全衛生管理の視点が求められる。
　造園工事の安全な施工環境を確保する
ためには、物理的な安全だけでなく感染
症をはじめとした疾病に対する対応も確
実なものとしていかねばならない。

事業者責任の再認識
　日造協ニュースの読者はその多くが造
園工事業の経営者、事業者であり、危険
な状態をなくし、事故や災害の恐れのな
い安全な環境と健康を確保するのは事業
者の責任である。
　特に労働安全衛生法（安衛法）関連法
令は、労働災害の防止のための危害防止
基準の確立、責任体制の明確化、自主的
活動の促進の措置を講ずる等その防止に
関する総合的、計画的な対策を推進する
ことにより職場における労働者の安全と
健康を確保するとともに、快適な職場環
境の形成を促進することを目的としてお
り、条文の多くで「事業者は、…」とい
う用語が使われ、事業者の責任が強調さ
れている。
　事業者とは、事業における経営主体の
ことであり、個人経営では事業主、株式
会社等では法人そのものを指し、安全措
置に関する実際の権限と義務は代表者に
あるが、実質的には担当役員、担当部長、
現場代理人、現場の安全衛生責任者へと
移譲されるので、それらの人が安全措置
義務を負うことになる。
　安衛法では、労働者を雇用している事

業者としての責務が定められているが、
施工体制が重層構造となっている現場で
は、元請も下請（協力会社）の労働者に
対して一定の範囲で安全措置義務を負う
ことになることに留意すべきである。
　また、事業者は単に労働災害の防止の
ための最低基準を守るだけでなく、快適
な職場環境の実現と労働条件の改善を通
じて、職場における労働者の安全と健康
を確保するようにしなければならないこ
とになっている。
　労働災害が発生した場合は、事業者（企
業）には法的、社会的責任があり、次の
4 つの責任が問われることになる。
1. 刑事責任：安衛法・労働基準法・刑法
2. 行政上の責任（行政処分）：安衛法・
　建設業法・工事指名停止処分等
3. 民事責任（民事訴訟）：損害賠償請求
4. 社会的責任：企業の信頼性失墜によ
　る受注の減少
　このように労働災害の発生は労働者、
事業者（企業）共に多くの損害をもたら
すものであり、言わば大きな「災害コス
ト」が生じることにもなる。くれぐれも
労働災害の防止に向け、関係法令の遵守
だけでなく、労働環境の改善や、安全衛
生教育、危険防止対策などを推進し、職
場全体で安全意識の向上と安全な仕事環
境をつくることが重要である。

最近の安全衛生対策と注意点
フルハーネス型墜落制止用器具の使用
　2018 年に安全帯が墜落制止用器具と
名称が変更されてから 4 年が経過した。
3 年間の猶予期間も終了し、2022 年 1
月 2 日以降は旧規格の安全帯の使用を
することができなくなっている。日造協
ニュースの読者は既に対応済みのことと
思うが、高木剪定など造園特有の作業に
適した「造園フルハーネス」の普及はま
だまだ十分とは言えない状況である。
　造園工事に伴う高所作業として代表的
な高木剪定では、高さ２ｍ以上の高所作
業となることがほとんどであり、足場の
設置等により墜落による危険を防止する
ことが原則である。
　しかし、現実的には、地表面の凹凸や
斜面地など樹木の周辺状況により足場の
設置が困難な状況であることも多く、高
所作業車を利用できる現場も限定的だ。
実際の作業では、はしごや脚立を使用し
て樹木の高所に接近し、脚立上や樹上に
移動して、幹や枝に身体を保持するため
の対策を取らざるを得ない場合も多い。
　このような作業現場の特性に応じて墜
落災害を防止するためには、造園工事の
作業に適したワークポジショニング作業
や、現場の状況によってはロープ高所作

業にも対応した造園用フルハーネスの使
用が有効である。
　造園特有の作業環境に合わせた、装着
しやすく作業しやすい装備を使用するこ
とが、造園工事での墜落災害の防止につ
ながることとなるため、造園用フルハー
ネスの使用促進をお願いする。（表１）
　また、作業するために必要な「ロープ
高所作業特別教育」「フルハーネス型墜
落制止用器具の使用特別教育」の実施も
事業者責任である。特別教育に必要な資
料や講師の紹介を日造協でも行っている

ので、ご活用いただきたい。
　墜落制止用器具の使用にあたっては、
字義通りのしゃくし定規な装備の選択を
するのではなく、労働安全衛生規則（安
衛則）の趣旨を理解して作業実態に応じ
た墜落災害防止の措置をとることが必要
である。

アルコールチェックの義務化
　道路交通法施行規則の一部改正によ
り、2022 年 4 月 1 日からは、自動車を
使用する事業所には、安全運転管理者の
選任が必須となり、運転前後の酒気帯び
の有無の確認とその記録を 1 年間保存
することが義務化された。（府令第９条
の 10 関係）
　また、2022 年 10 月 1 日からは、ア

造園工事の安全・衛生管理と事業者責任
野村 徹郎 　（一社）日本造園建設業協会 　 技術アドバイザー

表１　高木剪定で使用する墜落制止用器具の要件

1. 墜落制止用器具の規格に適合した製品であること。（厚生労働省告示第十一号）
2. フルハーネス型と胴ベルト型の墜落制止用器具として機能する構造のものとして、背中、
　胸、腰左右、腰前面に D 環を有するものであること。
3. 高さに応じたショックアブソーバーのタイプと、ランヤードを適切に取り付けることの
　できる、コネクターを装備していること。
4. 足元にフックをかける作業が含まれる場合は、第2種ショックアブソーバーを装着できること。
5. 移動時におけるフックの掛替え時の墜落を防止するため、ワークポジショニング用も含
　め二丁掛ができる構造であること。

表２　アルコールチェックの義務化にともなう事業所の対応
1. 安全運転管理者の選任が必要な事業所
　自動車 5 台以上、または、乗車定員 11 人以上の自動車 1 台以上を使用する事業所ごとに選任
　●安全運転管理者の業務
　①交通安全教育　　　　②運転者の適性等の把握　　③運航計画の作成　　④交代運転者の配置
　⑤異常気象時等の措置　⑥点呼と日常点検　　　　　⑦運転日誌の備付け　⑧安全運転指導
2. 安全運転管理者の選任届
　選任の日から 15 日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を提出
3. 運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認の時期
　●酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならな
　いものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる。
4. 酒気帯びの有無の確認方法
　2022 年 9 月 30 日まで：目視等による確認
　●運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認
　●確認は対面が原則
　●直行直帰などで対面が困難な場合の確認の方法例
　運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
　①カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、
　　ルコール検知器による測定結果を確認
　②携帯電話や業務無線など運転者と直接対話できる方法で、安全運転管理者が運転者の応答の声
　　の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる
　2022 年 10 月 1 日以降：国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて確認
　●呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機
　　能を有するもの
　●アルコール検知器を常時有効に保持すること
5. 他の事業所における確認
　●例えば、本社以外の支店や営業所、現場など他の事業所で安全運転管理者を選任しており、そ
　こで運転者が運転を開始又は終了する場合には、安全運転管理者が有効に保持するアルコール検
　知器を使用させ、測定結果を電話その他の運転者と直接対話できる方法で所属する事業所の安全
　運転管理者に報告させたときは、酒気帯び確認を行ったものとして取り扱うことができる。
6. 安全運転管理者以外の者による確認
　●安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理
　者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせるこ
　とは差し支えない。
7. 酒気帯び確認の内容の記録
　●酒気帯び確認を行った場合は、次の事項について記録すること。

（１） 確認者名		  （２）運転者
（３）運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等　（４）確認の日時	
（５）確認の方法　a. アルコール検知器の使用の有無（2022 年 10 月 1 日以降）
　　　　　　　　  b. 対面でない場合は具体的方法

（６） 酒気帯びの有無		 （７）指示事項		  （８）その他必要な事項
8. アルコール検知器を常時有効に保持すること
　●「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。
　●アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用、管理、保守するととも
　　に、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。
9. アルコール検知器の使用に関する事業者への働き掛け
　● 2022 年 10 月１日以前でも、安全運転管理者講習等の機会を通じて、事業者に対しアルコー
　　ル検知器を用いた酒気帯び確認の積極的な実施を促すこと。
10. 違反行為の検挙を契機とした安全運転管理者の選任の有無の確認等
　●業務中の飲酒運転等を検挙した場合には、その背後責任について徹底した捜査を行い、安全運
　　転管理者の選任の有無やその業務の実施状況について確認を行うこと。
　●安全運転管理者等に対して飲酒運転の防止を図るための措置の実施状況について報告を求める
　　など、飲酒運転の根絶に向けた事業者による積極的な取組を促すための措置を講ずること。

★日造協では、技術委員会安全部会を中心に労働安全衛生規則の改正に伴い造園
作業に適したフルハーネス型墜落制止用器具を開発などを進めてきました。
　この度、日造協安全部会の群馬庚申園㈱様から「造園用フルハーネス型墜落制
止用器具」を会員の皆様へ特別価格で提供とのご案内がありました。

ご希望の方は URL（http://shop.kousinen.com/）よりお申し込みください。

造園用フルハーネス型墜落制止用器具の販売

警察庁・都道府県警察のアルコールチェック義務化リーフレット
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二つの活動がはぐくむ魅力ある造園の未来
（公社）日本造園学会監事、京都芸術大学大学院日本庭園分野教授、植彌加藤造園㈱代表取締役社長　加藤 友規

　（公社）日本造園学会は、造園という
伝統的な職能が蓄積してきた技術と文
化のうえに、近代的な理論と科学的体
系を構築することを目的として、1925
年に設立されたわが国最初の造園学に
関する学術団体で、3 年後の 2025 年
には設立 100 周年を迎えます。
　2008 年から（一社）日本造園建設
業協会と包括協定を結び相互に協力し、
より高次元の社会貢献、人材育成に努
めてきました。その両団体に私は所属
しており、本稿では最近の取組事例を
紹介します。

◆
　造園学会では日本庭園の「こころ」
と「わざ」研究推進委員会（粟野隆委
員長）が 2021 年度に始まり、「こころ
部会」と「わざ部会」にて研究会を開

催しています。大学教員で構成する「こ
ころ部会」は、日本庭園の「日本らし
さ」を明確かつ論理的に説明することを
目指し、我が国最古の作庭書の『作庭
記』とその先行研究について入念に振り
返っています。
　私も委員として、日本庭園の「わざ」
に繋がる根本精神の「こころ」を読み解
き、特に、『作庭記』にみる滝石組の「こ
ころ」と現代の造園現場で発揮されてい
る「わざ」について考察しています。

◆
　一方、「わざ部会」は日造協、造園連、
日本庭園協会などの会員で構成されて
います。日本庭園をかたちづくる技術を
8 つ（①重量物の運搬②地割の築造・土
工・地形造成③池泉・水工④石の吊上・
据付⑤樹木の繁殖・造形・植栽・整枝⑥

庭園施設の工作・組上⑦小仕事⑧庭園
管理）に大別し、個々の技術の詳細な
リストづくりを進めています。
　この研究成果は、日本造園学会全国
大会（６/17 ～ 19、北海道恵庭市及び
札幌市）のミニフォーラムで委員会か
ら報告される予定で、日造協会員の皆
様との学びの共有が期待されます。
　　　　　　　　◆
　私は造園業と自身の可能性を拓くた
め、2007 年から京都造形芸術（現、京
都芸術）大学大学院日本庭園分野に進
学しましたが、造園実務を経ての学び
直しは、新たな気づきの連続でした。
　『作庭記』の作庭観は現代にも応用が
できると感じ、さらには、祖父や父か
ら現場で教わった内容にも通じ、文献
中の先人の姿が祖父や父に重なり、造
園業の永続的な営みに改めて感慨深い
ものがこみ上げてきました。
　現在、私は同大学院で学生を指導す
る立場となり、造園実務に携わる方の

進学が増え、学生も教員も草鞋を何足も
履いて、未来に向けて学んでいます。
　口伝による伝統の継承は今後も必須
である一方で、先進的な技術を活用した
アーカイブ（保存記録）も取り入れて、「新
たな伝統の創造」を提唱しています。
　　　　　　　　◆
　造園学会の活動には現場の成果を報
告するさまざまな学会誌があり、中でも
隔年で交互に発行する学会誌「ランド
スケープ技術報告集」と「ランドスケー
プ作品選集」は、日造協会員の皆様にぜ
ひ、手にしていただきたい内容が満載で
す。現場でのさまざまな創意工夫が読み
取れ、きっと新たな気づきがあることで
しょう。
　造園学会では、一人でも多くの方に活
動を身近に感じてもらえるよう鋭意努
力しておりますので、今後もご注目くだ
さい。日造協と造園学会が牽引し、魅力
ある造園の未来をはぐくむ一助となれ
るよう、私も尽力していく所存です。

日本造園学会
2022 年度全国大会詳細ページ

左から「日本造園学会 技術報告
集」、「日本造園学会 ランドスケー
プ作品選集」、「京都芸術大学大学
院（通信教育）環境デザイン領域 
日本庭園分野」チラシ

日造協と
造園学会

　学会の目・眼・芽　第 124 回

ルコール検知器による酒気帯びの確認
と、アルコール検知器を常時有効に保持
することも義務化される。（表２）

熱 中 症 対 策
　気温の高い夏季には熱中症が多く発生
するが、建設業の熱中症死亡災害は全産
業の半数以上を占めているという。屋外
での作業が主な造園工事では、現場だけ
でなく事業者も含めた関係者全員が、熱
中症予防に関する十分な認識を持ち適切
な対策を講ずることが必要だ。（表３）
　熱中症予防の情報は、環境省の「熱中
症予防情報サイト」を参考にするとよ
い（https://www.wbgt.env.go.jp/）。2022
年度の暑さ指数（WBGT）・熱中症警戒
アラートの情報提供を、4 月 27 日（水）
から開始している。 実施期間は 10 月

26 日（水）までの予定。
　熱中症警戒アラートのメール配信
サービス、 暑さ指数のメール配信サービ
ス、 電子情報提供サービスについても、
同期間利用可能。（熱中症環境保健マ
ニュアル。https://www.wbgt.env.go.jp/
heatillness_manual.php）

お わ り に
　このほかにも、安全衛生に関する最新
の状況や法令に関する情報を常に収集す
る習慣をつけるとともに、全ての造園関
係者が、造園工事の施工環境は危険と隣
り合わせであるということを再認識し、
安全で快適な労働環境を実現し、素晴ら
しい造園空間が創出されることを目指し
たい。

表３　熱中症予防で留意する事項

1. 作業環境の改善
　・日除けの設置や適度な散水　　　　　・水分、塩分の補給環境の整備
　・氷や冷たいお絞りなどを備え付け　　・作業中の温度変化の確認
　・涼しい休憩場所を確保　　　　　　　・十分な休憩時間、作業休止時間の確保
　・通気性の良い作業服の着用　　　　　・適切な健康管理に基づく適正配置
　・作業開始前後、作業中の健康状態の確認　　など
2. 救急措置
　・緊急連絡網の常備　　・涼しいところで安静にする　・水やスポーツドリンクを摂取させる
　・体温が上昇している場合は、風を当てたり水や氷でマッサージするなど体温低下を図る

　オランダ王国で 1972 年以降 10 年ご
とに開催される国際園芸博覧会「フロリ
アード 2022」がアムステルダム市近郊
のアルメーレ市で４月 14 日に開幕し、日
本国出展のオープニングセレモニーには、
日造協から和田会長も出席しテープカッ
トやだるまの目入れなどが行われた。
　出展テーマは、「里山の農家の庭」で、

博覧会のテーマ「Growing Green Cities」
を具現化するよう、自然と調和した日本
の伝統的な循環型のライフスタイルであ
る「里山」の風景と日本の優れた花き・
花き文化を屋内外で一体的に展示。
　屋外出展として日本庭園は、関東平野
にみられる農家及び屋敷林をイメージ
し、屋敷地と農地、里地、里山が一体と
なった日本の伝統的な循環型のライフス
タイルを表現している。
詳細は 2022 年アルメーレ国際園芸博覧会（現地

レポート）https://www.floriade2022.jp/report/

日 本 国 出 展 の
オープニング式
典でテープカッ
トを行う和田会
長（一番左）

日本国出展状況（2022 年アルメーレ国際園芸博覧会 第２回屋外出展実行委員会資料）

フロリアード 2022　オランダで４月 14 日に開幕
日本国オープニングセレモニーに和田会長が出席

https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php
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　薩摩の隠れた名所をご案内し
ます。

◆
　江戸時代前期の薩摩藩初代藩
主の島津忠久公は、源頼朝公の
庶子であると伝えられています。
　忠久公が守護職に任ぜられた
西暦 1218 年、薩摩の花尾山麓
に御堂（花尾神社）を建立し、
源頼朝公の御尊像を安置しまし
た。その華麗さから「さつま日光」
と称されています。

◆
　今年の大河ドラマ「鎌倉殿の
13 人」ゆかりの地から一気に西
暦 1600 年以降、江戸時代へ。
　19 代島津光久公によって築か
れた島津家の別邸「仙巌園」を
ご紹介します。

◆
　錦江湾（鹿児島湾）と桜島の
雄大な景色を望むことができる
庭園です。この一帯は、「明治日
本の産業革命遺産」として世界
文化遺産にも登録されています。
　この仙巌園には、全国でも珍
しい「猫神社」というのがあり
ます。17 代義弘公は猫が好き

で、戦いに７匹の猫を連れて行き、
戦いから帰還した２匹を祀ってい
る神社です。毎年、愛猫の長寿と
健康を祈願する「愛猫長寿祈願祭」
が行われ、全国から猫好きの方が
訪れています。

◆
　次に歴史を感じる食べ物を紹介
します。
　江戸時代から愛される伝統のお
餅「両

ぢゃんぼもち

棒餅」です。焼いた餅に竹
串を２本刺し、しょうゆ味の甘い
たれがかけてあります。この形は、
武士が刀を 2 本差している姿から

編集後記　横浜の街を舞台に開催中の「横浜ローズウィーク」へ。港の見える丘公園からアメリカ山公園、山手
イタリア山庭園を巡り、“バラの街歩き”を堪能しました。会場を訪れる人々も満開の春バラに表情がほころびます。
ウィズコロナ時代、ぜひ積極的に公園や緑地に出かけて、感染対策しながら楽しい時間を過ごして頂きたいです。
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きていると伝わっています。
　今一つは関ケ原の島津の退き口で有名
な義弘公を忍び毎年行われる「妙円寺参
り」の名物「伊集院饅頭」です。丸に十
の字の模様の小さな饅頭で、とても柔ら
かいです。

　歴史・文化・見どころ満載の鹿児島県、
今年（2022）は「全国和牛能力共進会」、
そして来年（2023）は「燃ゆる感動か
ごしま国体」も開催される鹿児島へどう
ぞお越しくださいませ。
村上　順子（鹿児島県支部　㈱光林緑化）

◆
　もともと美味しいお菓子や珍しいお
菓子を探して食べることが好きでし
た。
　中でも、シンプルな焼き菓子が好き
で、いろいろなお店のものを買って食
べ比べていました。
　シンプルなものほど、ごまかしがき
かないので、なかなか自分好みのもの
に出会えません。

◆
　手作りお菓子のいいところは、自分
好みのお菓子を自分の好きな時に作っ
て食べられることです。しかも、余計
なものは一切入っていなくて、安心で
リーズナブル！
　材料にこだわり過ぎて、とても高価
なお菓子になってしまうこともありま
すが…。
　今では「お菓子作り」が私の趣味です。

　お菓子を美味しく綺麗に作
りたい！そう思って、お菓子
教室に通い始めました。

◆
　お菓子教室に通っているう
ちに、お菓子作りが好きにな
りました。
　新型コロナウイルスの流行
以前は、仕事が終わった後や
週末にお菓子教室に通い、食
べたいと思ったものや、家族
や友人のリクエストがあった
お菓子を作っていました。
　手土産に手作りのお菓子を
持って行ったり、たくさん作っ
たときは友人にお裾分けした
りしていました。
　新しい技法や製法、レシピ
を試してみて、上手にできて

「おいしい」と言われたら、嬉
しくなり、また作りたくなり
ます。

◆
　しかし、新型コロナウイル
スの流行後は手作りのものを
贈ることはしなくなり、教室に
通うこともできなくなってし
まいましたが、オンラインレッ
スンや動画レッスンを受講し

て楽しんでいます。
　オンラインレッスン
な ら、 遠 方 の 先 生 の
レッスンもためらうこ
となく受講することが
できます。
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花尾神社

事務局の動き
【5 月】
10 ㈫・広報活動部会
11 ㈬・地域リーダーズ　オンライン会議
13 ㈮・街路樹剪定士認定委員会（試験部会）
17 ㈫・総務委員会、財政・運営部会合同会議
19 ㈭・2027 年国際園芸博覧会協会 ・第 2、3 回社
　　　  員総会、第 3 回 理事会
　　   ・運営会議
20 ㈮・人材育成部会
21 ㈯・第 33 回全国「みどりの愛護」のつどい
22 ㈰・第 38 回全国都市緑化くまもとフェア閉会式
23 ㈪・新規制度等部会
24 ㈫・令和 3 年度事業監事監査
　　   ・建専連理事会、建専連企画委員会
26 ㈭・造園フェスティバル等推進部会
27 ㈮・総支部長等会議
　　   ・第 1 回通常理事会
　　   ・役員懇談会（中止）

【6 月】
  3 ㈮・（一財）日本花普及センター第１回理事会
  7 ㈫・広報活動部会
  8 ㈬・（公財）国際花と緑の博覧会記念協会理事会
10 ㈮・第 30 回佐藤国際交流賞　贈呈式
　　   ・造園技術フォーラム部会
16 ㈭・建専連総会
17 ㈮・登録基幹技能者制度推進協議会総会
19 ㈰・造園学会全国大会ミニフォーラム（地域リーダーズ）
20 ㈪・都市緑化北海道フェア庭園出展コンテスト審査会
21 ㈫・通常総会、臨時理事会、講演会
　　　 意見交換会を中止
24 ㈮・（一社）日本造園修景協会評議員会
　　   ・登録造園基幹技能者講習委員会（試験委員会）
25 ㈯・全国都市緑化北海道フェア開会式
28 ㈫・街路樹剪定士認定委員会
29 ㈬・（公財）建設業適正取引推進機構評議員会

 委員会等の活動
● 2022 年アルメーレ国際園芸博覧会第 2 回屋外　
　出展実行委員会【国交省会議室＆ web】

　4/4　会則の変更、収支予算（案）について審議
●広報活動部会【会議室＆ web】
　4/5　日造協ニュース４月号の紙面内容、5 ～ 8
　月号の内容について審議
●植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）【会議室＆ web】
　4/12　植栽基盤診断士に関するご案内（樹木医
　向け）、植栽基盤診断士に係るテキスト改訂等に
　ついて審議
● 2022 年アルメーレ国際園芸博覧会開会式
　4/14　日本国出展開幕式典（会長出席）
●新規制度部会【会議室＆ web】
　4/19　「緑地樹木剪定士」の資格制度について、
　特例措置、映像講義、修了確認試験について審議
●植栽基盤診断士認定員会【会議室＆ web】
　4/19　植栽基盤診断士に関するご案内樹木医向
　け、植栽基盤診断士に係るテキスト 改訂、「植栽
　基盤診断士補研修会修了試験」試験問題について
　審議
●街路樹剪定ハンドブック編集委員会【会議室＆ web】　　
　4/20　樹種別編の確認、第 4 版に対する講師等
　からの修正意見、目次構成（案）の確認
● CCUS 評価制度懇談会【建設業振興基金】
　4/21　能力評価対象職種の拡大、工場等における
　就業履歴の蓄積、能力評価基準の段階数の増加、主
　観評価の導入などについて検討
●造園技術フォーラム【熊本城ホール】
　4/25　第 1 部技術発表、第 2 部特別講演
　　　　　　　（来場：　113 名、WEB：67 名）

武臣のお墓

教室でつくったお菓子

仙巌園

伊集院まんじゅう

両棒餅

猫神社

日 造 協 新 入 会 員 の ご 紹 介
社名 / 住所 ☎     代表者 /FAX

ミドリ環境建設㈱  相良 政博
福島県南相馬市原町区青葉町 1-1
☎ 0244-26-0770　FAX 0244-26-0790

社名 / 住所 ☎     代表者 /FAX

㈱津村造園  津村 朋弘
兵庫県淡路市久留麻 851
☎ 0799-74-2333　FAX 0799-74-0400

　日造協団体保険制度は、昭和 57 年
に設けられ、団体のスケールメリット
を活かし、非常に割安な保険料で加入
でき、広く会員に利用されています。
申込締切は、6 月 24 日となっていま
すので、この機会にご活用ください。

ご案内 日造協 団体保険制度


